
口 覧
令和 4年 6月 19日

千福ニュータウン施設管理組合 宛

千福が丘自治会 運営委員会

橋本勝彦 小俣博 杉山勝司 西島好根 平林充 藤田達

施設管理部 理事長 中村誠也

区分所有法第 34条に基づ く集会の要請

以下に通知いたしま丸

千福が丘自治会臨時書面総会 (令和 4年 5月 7日発行)にて住民の確固たる意思をいた

だき、自治会運営委員会より以下要求をいたしま丸

議案 1:千福ニュータウン施設管理組合の理事を全員解任

議案 2:解任後の理事は事務局小俣、施設管理は中村、他自治会役員が全員で任に当たる

について、賛否を取 りました。結果は以下 となってお りま丸

1.管理組合理全員の解任  賛成 467  反対 110  白票 55

2.解任後の体制      賛成 472  反対 105  自票 55

上記に基づき、辞任勧告をしてお りましたが、辞任されませんので、区分所有法基づき、

以下内容で集会の要請をいたしま丸

1.利害関係者が多数集合できる千福が丘小学校体育館で休日開催を行 うこと。

2.議案は以下 2点

①.2022年 4月 時点での理事 `監事等役員の全員解任する。

理事 :縄巻氏、青木氏、小泉氏、山内氏、酒井氏、中嶋氏、 監事 :藤永氏、森田氏

②.解任後の体制について

自治会役員全員で理事 。監事を執行する。理事長、中村誠也

理事・監事 (互選で決定する)橋本勝彦 小俣博 杉山勝司 西島好根 平林充 藤田達

3.集会は公開として、録画、録音 (も しくはSNSで の公開)を行う事。

4.集会は従来の管理組合総会と同じ権限と効力をもちま九

5。 回答期限 :2022年 7月 3日

集会の議案は上記 2点のみとなりま丸 この文書をそのまま掲載を要請しま丸

以上。 (文書1枚のみ)
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住民の皆様へ  (令和 4年 6月 21日 )

千福が丘自治会副会長 施設管理部理事長 中村誠也

様々なご意見がある中、私の考えと多岐にわたり調べた結果を報告いたしま丸

1.自治会の成立について

自治会は住民の皆様の意思にて成立していま丸 一部の方々が"区分所有法"を根拠に成

立していないという事を主張していますが、まったく根拠にはなりません。

なぜなら、区分所有法はマンションや団地の共有部分について登記した区分所有者の権利

を明確にした法律であって、自治会には直接影響がありません。

2.区分所有法の考え方

共有施設 (千福が丘では汚水処理事業)の組合員の権利の保護、公正な運営のための法

律で丸 しかし、これは登記を伴った区分所有者がその法律でなければ権利がありません。

私ども一般組合員は汚水処理を使用する権4‐
llを 対価で得ている利用者で丸

というのも、区分所有者は施設の土地を登記し所有している東急不動産と、ポンプ場の一

部を登記し所有している生活サポート社のみで一般組合員は区分所有者ではありません。

汚水処理施設は東急が建設し、建屋は登記せ嗅 千福ニュータウン施設管理組合へ貸し出

ししている契約であって、住民の所有物ではありません。建設主が登記していない以上、

勝手に登記もできません。

区分所有法とは、共有部分が登記を伴う所有者が複数 (2件以上)と なつた瞬間から成立

をする法律で丸 これは、区分所有法の解説にも明記されておりま丸

区分所有法は自治会の成立とは何ら関係なく、汚水処理事業をしっかり行い、組合員の

利益に結びつけるのが管理組合の仕事になりま丸

3.将来への対応

これからの汚水処理事業をどのようにするか、未来をどうするかという方向を明確にして

活動する必要がありま丸

建て替えには約 6億 と言われていま丸 それを各戸が分担すると1日、 50万円前後の

費用負担になります。 汚水理場を廃止し各戸浄化槽を導入し処理場を更地にして東急に

返還するにも3億必要で丸 個別浄化槽は約 80万円で丸 合わせて各戸 100万前後の

自己負担で丸 現実的でないと思います。

4。 自治会の役目

千福が丘は市街化区域ですじ行政がしつかり投資してもらわなければならない。

市の財政を鑑みても自分たちでできる事はボランテイアでもなんでも行うことが必要です

が、汚水処理事業の恒久的な運用 は専門知識や許認可等、資金面も非常に厳しいで丸

そこで市への上申の窓口に頼るのに、区長を窓口にして強力にブッシ三しなければなりま

せん。区長に仕事をしてもらうのが自治会の役割で丸 その自治会が成立していないとい

うのでは活動は出来ません。
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5。 裁判敗訴についての考察

いろいろ調査しましたが、判決の根本には区分所有法の適用がありま丸 区分所有法は

登記が複数になった瞬間から適用になる法律で九 汚水処理システムの登記は東急が地所

を登記し、汚水処理施設の一部であるポンプ場の一部を生活サポート社が登記してありま

九

これが根拠となり、一部の組合員が一方的に不利益になる条件は許容されないというのが

区分所有法にもとづいた判決理由ですし (裏を返せば相手の同意をきちんと得なさいとい

う事で丸 )

当時の理事長はこの点を理解しておらずヽ 管理組合の敗訴となる裁判となりました。

組合員は汚水処理システムをだれも登記はしておらずt区分所有者ではありません。区分

所有者は東急と生活サポートで丸

しかし、契約をして対価を支払っている以上、その利用をする権利はありま丸

裁判の結果を正確に理解し区分所有者でない以上、住民の皆さんが区分所有者としての義

務を負う事はないと考えます。

6.区 とはなにかという考え

区 (千福が丘)と は、地域 (エ リア)と住民により構成された共同体であると考えま丸

その中には、自治会員として、小学校、幼稚園、企業、が居られま九

その代表はやはり区長であり、その母体が自治会で丸

親睦を図るだけなら、区長は不要であり、その他は行政と各個人が行えばいい話で丸

しかし、それでは、数の論理は成り立たないし、過去のようなクレームが丘と呼称される

地域に逆戻 りとなりま丸

地域のお困りごとを解決する行動を行うのが必要で重要な事で丸 それには皆様のご理解

と協力が必要なので丸

今なら、まだ間に合いますじ今の千福が丘ならできると思いますЪ しかし、 5年後はもう

わかりません。

災害にも強い、冬場も早めに日が当たる丘陵地の東斜面で、こんなに地の利がある千福

が丘なのに、より良くしない理由がありません。高齢者も増えてきていますし、今後の自

治会の活動はますます厳しい状態になると予想されま丸

千福が丘を住みよい街にしてゆく為には、国、県、市、と協働する政治的な考えと行動が

必要で丸

今一度、自治会が目指している事、主張している事を良く考えてください。

よろしくお願いいたしま丸



回覧 自 治 会 報 告

令不目4年 6月 23日

千福が丘区自治会事務局・同運営委員会

回覧された文章について住民の皆様にお知 らせを致します。

・「千福が丘つ うしん」が廃乱されるとい う文章が配布されましたが全 くのデマで誤報です。

今まで編集を行つてきた方は「自治会は出来ていない」と言 う考えの方でした。いずれは自治会

成立についても理解 と賛同をしてくれるであろうとい う期待をしましたが、考え方に変わりはあ

りませんでした。自治会の考え方は、「自治会は成立していない」と主張する者が自治会報の編

集を続けることに大きな疑間を感 じたからです。編集は自治会でおこなう事をお伝えした際も千

福が丘つ うしんは継続してゆきます と伝えてお ります し、その後廃刊についての確認も一切あり

ませんでした。運営委員会では藤田達さんを広報部長に任命 し、ホームページと千福が丘つ うし

んは内容を充実させて、引き続き住民の皆様にお知らせしてゆきますので宜しくお願い致します。

・ 自治会要の引き落しについて。

現在の引き落 とし口座の名義は管理組合理事長になっています。住民の皆様の承認を受け月額 4

500の 自治会費の引き落 としを行 うにつき金融機関と調整をおこないました。金融機関では名

義や名称を変更するのは非常に難しい、現状のまま自治会費として引き落し可能で通帳への記帳

もジチカイヒなのでそのまま使ってほしいとの返答でした。結果、名義名称はそのままに自治会

費として引き落 しを行つてきました。回覧された文章には従前 とおりに班長さんが集金 という意

味合いの記述がありました。班長さんの負担を減 らすために行つた日座引き落としを、名義を盾

にして勝手に自治会費の引き落し額の変更を行 う事は私物化と傲1曼以外の何物でもありません。

先に行つた住民の皆様への賛否の結果により理事長 と理事は交代しており回覧を出した者には

何の権限もありません。住民の皆様の意志を無視して居座つています。これでは管理組合への信

頼は生まれません。自治会は引き落しに関しては強力に対抗策をおこないます。

・管理組合が自治会に参加できない理由

いまだに管理組合の理事長、理事を自称 している方々は「白治会は出来ていない」とい う考えで

す。出来ていないと強弁 し昨年には自治会は出来ていないとい う回覧を一方的に出しております。

また話 し合いを自治会が拒否 している様な記述もありますが、「今後一切、運営委員会には理事

全員出席しない」とメール配信したのは理事長です。班長さんへの記付物依頼についても、自治

会は出来ていないと言 う反面、配付は今までの慣行でと言つています。自治会 としては、自治会

を認めない者が自己都合で勝手な理由付けをして、自治会班長さんを今までの慣行で配付に使 う

事は自己中心的で勝手極まりないと判断したからです。自治会の班長 さんは一生懸命に配付等を

行つてくれております。その方々に自治会を認めない者が慣行 と称 して配付を依頼する事は全く

筋がとおりません。今後も自治会 として明確に配付等は拒否 してゆきます。



」
．．．．口．ゴ
一
‥―‥＝

■.......口 .■ ●●■●●
“
●●●●●●●●●●●●●●●●

“
r

卿儡略

ロ

●
■

引

Ｈ

封

Ｈ

Ｈ

Ｈ

副

コ

副

副

副

副

＝

・
―

・―

・‐

可

゛

●

■

・

・

・

・

・

●

■

■

■

■

口

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

■

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

一

●

●

・

・

・

・

・

●

■

●

■

●

●

■

●

口

■

●

●

●

●

●

●

■

■

Ｊ
」

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

眠
日
ヽ
‥
て

判
―
姜

く
う
０
０

Щ
晏
颯
十

欅
慶
倒
回

薇
噸
轟
撃

小
ハ
Ｘ

日
〓

・
趣
澤

・
趣
ヨ
ｅ
嘔

楓
ロ
ヨ
褥
映

口
傾
霜
承

緊
任

曖
製
■
頓

日
●
●
摂

斎

・
層

ユ

ー

終

わ

製

釧

Щ

晏

岬

卜

（髯
）

興日超ロ

儘
出
姜
撃

喘
”
喪
皿
　
凶
Щ
為
颯
ト

□
Ю
曖
⑬
廿
劇
Ｎ
Ｏ
Ｎ
　
Ｎ
轟
塁

佃
興
皿
　
凶
Щ
晏
鯉
十

図
奪
躍
ｅ
佃
興
皿
凶
Щ
晏
興
十

楓
回


